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令和５年１１月農業委員会総会議事録 

 

 

日  時  令和５年１１月３０日（木曜日）議事開始  午前８時５０分 

 

場  所  えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出席委員 

【農業委員】 稲田 優   竹下 助範  山下 正成  森永 良仁 

       新原 正次  岩屋 美智子 田中 雄策  栗下 章二 

 

【推進委員】 宮田 吉人  津口 えりこ 坂元 清美  山野 真澄 

  杉元 義男  中津 ゆみ子 土器 三紀夫 中津 富夫 

  米倉 千春  山口 長徳  鶴田 幸一  園田 義保 

   吐師 伸次郎 吉田 尚美  上村 ゆかり 

 

 

欠席委員  

【農業委員】 前原 幸太郎 田上 みゆき 

【推進委員】 増田 賢造  下原 小枝子  福迫 久利 

 

 

事務局職員  

       事務局長補佐    大田黒 元  農地調整係長  塩入 友之 

   農地調整係主査   大園 あけみ 農地調整係主査 宮原 直子 

       農地調整係主任主事 馬越脇 浩  農地調整係主事 佐藤 純大  
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議   題  

    報告第１３号 農地等の合意解約について 

    報告第１４号 農地法第３条の規定による許可の返戻について 

議案第４０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４１号 農用地利用集積計画について 

    議案第４２号 農用地利用集積等促進計画について 

議案第４３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第４４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４５号 非農地証明願いについて 

    議案第４６号 農地利用最適化推進委員の辞任について 
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事務局長補佐 それではただいまから令和５年１１月定例農業委員会総会を開催

いたします。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようござい

ます。ご着席ください。 

稲田会長 【あいさつ・・・・】 

稲田議長 次に委員の出席状況を報告いたします。前原委員、田上委員、増

田委員、下原委員、福迫委員から本日の会議に欠席する旨、届出が

ありましたので報告します。よってただ今の出席者は、農業委員８

名、農地利用最適化推進委員１５名で定足数に達しております。 

これより会議を開きます。議事に入る前に議事録署名委員に、森

永委員と栗下委員を指名いたします。 

 それでは、ただ今から今月の議事に入ります。報報告第１３号か

ら報告第１４号、及び議案第４０号から議案第４６号までを一括議

題といたします。 

 事務局長補佐に議案の朗読をお願いします。 

事務局長補佐 （議案朗読） 

稲田議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。

まず、報告第１３号「農地等の合意解約について」事務局から説明

をお願いします。 

事務局  議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 それでは、報告第１３号、農地等の合意解約についてご説明いた

します。議案書１ページをお開きください。今月の合意解約件数は

２９件です。 

２ページをご覧ください。令和５年１１月分の合意解約一覧につ

きましては、ご覧のとおりでございます。今月の総会案件と関連が

ないものについて順番にご説明いたします。 

整理番号２番は、中間管理機構による貸付へ移行するため解約す

るものです。 
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整理番号６番は、経営規模を縮小するため解約するものです。 

３ページになります。整理番号２８番及び２９番は、今後売却す

るため解約するものです。以上、ご報告いたします。 

稲田議長 説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質問がないようですので、次に報告第１４号「農地法第３条の規

定による許可の返戻について」事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 それでは、報告第１４号、「農地法第３条の規定による許可の返戻

について」ご報告します。今月の許可返戻件数は１件です。 

議案書５ページをご覧ください。所有権移転の整理番号１番、場

所は、大字○○になります。地目、面積は、畑２筆、９１３㎡です。

これについては、令和元年の１１月総会で審議され、同月の２９日

付けで許可されましたが、許可返戻の理由欄に記載のとおり、譲渡

人が死亡したため、許可書を返戻するものです。以上、ご報告いた

します。 

稲田議長 説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質問がないようですので、以上で報告を終わります。 

次に、議案第４０号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 議議案第４０号、農地法第３条の規定による許可申請についてご

説明いたします。６ページをご覧ください。今月の許可申請件数は、

所有権移転９件、権利の設定２件、合計１１件となります。申請人

の住所・氏名は省略して、申請内容については、概略をご説明いた
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します。 

次の７ページになります。初めに「所有権移転」について説明い

たします。整理番号１番、田１筆、１，１６２㎡の売買です。価格は

総額○○円です。 

整理番号２番、田１筆、４０９㎡の交換です。整理番号３番との

交換です。 

整理番号３番、田１筆、８１７㎡の交換です。整理番号２番との

交換です。 

次の８ページになります。整理番号４番、畑１筆、５０８㎡の売

買です。価格は総額○○円です。 

整理番号５番、田１筆、２，７０４㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

整理番号６番、畑１筆、６６９㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

次の９ページから１０ページまでになります。整理番号７番、田

１筆、畑５筆、計６筆の３，８５１㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

整理番号８番、次の１１ページまでになります。田３筆、３，２０

３㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

整理番号９番、田１筆、４６１㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

次に、「権利の設定」について説明いたします。次の１２ページに

なります。 

整理番号１番、田１筆、４，１９４㎡の賃貸借です。 

整理番号２番、田１筆、１，４０７㎡の使用貸借です。備考欄のと

おり増田委員及び前原委員の掘起こしです。 

以上、所有権移転９件、権利の設定２件、合計１１件です。ご審議

方、よろしくお願いします。 
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稲田委員 事務局の説明が終わりました。議案第４０号については、各担当

委員が現地確認等をしていただいております。 

土地の現地確認と申請人「受人」の確認をそれぞれお願いしてお

ります。各委員から報告をしていただきます。 

所有権移転 整理番号１番の土地の報告を事務局に、申請人「受

人」の報告を吉田委員にお願いします。まずは、事務局にお願いし

ます。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局  整理番号１番の農地の報告を田上委員に代わって報告します。申

請地は○○自治会内にあります。基盤整備はされていません。申請

農地の周辺の状況は、北側が水田、南、東、西側は住宅となっており

ます。日照は良好、用排水は不良です。進入路がないため、隣の空き

家になっている渡人の宅地の中を通っていかないと行けない状況で

す。作付状況は、何も作付けされていません。 

稲田議長 次に、吉田委員にお願いします。 

吉田委員 議長。 

稲田議長 吉田委員。 

吉田委員 整理番号１番の受人について報告いたします。連絡をしたときに

熊本の方に行かれており、自宅にはいつ帰るか分からないとの事だ

ったので、電話で調査しました。受人の営農状況は、会社勤めで家

庭菜園や草刈りなどしているとの事です。渡人との関係は知人です。

後継者はいません。取得後は野菜作りをして畔や用水路の管理もこ

れまでどおり行っていくとの事です。以上、報告いたします。皆様

方のご審議よろしくお願いします。 

稲田議長 次に、整理番号２番の土地の報告を米倉委員に、申請人「受人」の

報告を鶴田委員にお願いします。まずは、米倉委員にお願いします。 

米倉委員 議長。 
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稲田議長 米倉委員。 

米倉委員 整理番号２番の農地について報告します。申請農地は、○○自治

会内にあります。周囲の状況は、国道沿いの農地で、宅地や水田に

接しています。日照や接道は良好です。用水路はありませんが、排

水路は、国道の側溝に接していました。作付けは現在されていませ

んが、草刈、耕運等の管理はされていました。 

稲田議長 次に、鶴田委員にお願いします。 

鶴田委員 議長。 

稲田議長 鶴田委員。 

鶴田委員 整理番号２番の受人について報告します。受人は○○自治会内に

居住しており、受人の営農状況は、稲作と施設園芸の専業農家です。

渡人との関係は、祖母同士が幼なじみであり、以前から知人の関係

であります。後継者はおり、農地の取得後は水稲を作付けする予定

です。所有農地の管理及び地域との調和も良好であり、適切と判断

します。皆様のご審議方よろしくお願いします。 

稲田議長 次に、整理番号３番の土地及び、申請人「受人」の報告を米倉委員

にお願いします。 

米倉委員 議長。 

稲田議長 米倉委員。 

米倉委員 整理番号３番の農地と受人について報告します。申請農地は受人

自宅近くの南側にある農地です。周囲の状況は、宅地と牛舎、菜園

に囲まれています。日照、接道は良好です。受人の営農状況は、稲作

主体の専業農家です。地域との調和も良く、所有農地の管理も行き

届いており、適切と判断します。皆様のご審議よろしくお願いしま

す。 

稲田議長 次に、整理番号４番の土地を宮田委員に、申請人「受人」の報告を

中津富夫委員にお願いします。まずは、宮田委員にお願いします。 

宮田委員 議長。 
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稲田議長 宮田委員。 

宮田委員 整理番号４番の農地について報告します。○○自治会内にありま

す。周囲は宅地に囲まれており、日照、接道は問題ありません。排水

はありません。 

稲田議長 次に、中津富夫委員にお願いします。 

中津委員 議長。 

稲田議長 中津富夫委員。 

中津委員 整理番号受人の４番の受人について報告します。受人の営農状況

は、宿泊業との兼業農家で、後継者もおられます。取得後は、玉ネ

ギ、ネギ等を作付けする予定との事でありました。所有農地の管理

は、○○工事の関係で耕作はされていませんが、草刈り管理はされ

ていましたので、適切と判断しました。皆様のご審議をよろしくお

願いします。 

稲田議長 次に、整理番号５番の土地を事務局に、申請人「受人」の報告を宮

田委員にお願いします。まずは、事務局にお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 整理番号５番の農地につきまして、前原委員の調査報告を代読し

ます。申請農地の場所は、○○自治会内にあり、基盤整備はされて

いません。農地の形状は、変形で１筆を３枚に区分けされています。

申請農地周辺は、北側が県道、東、南が工場、西が水田で田や宅地等

が混在しています。日照、接道、用排水は、概ね良好です。申請農地

の作付け状況は、水稲でした。申請農地としては特に問題ありませ

んでした。皆様のご審議方をよろしくお願いします。 

稲田議長 次に、宮田委員にお願いします。 

宮田委員 議長。 

稲田議長 宮田委員。 

宮田委員 整理番号５番の受人の状況について報告します。受人は水稲主体
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で、自動車整備業との兼業農家です。所有する畑では、家庭菜園で

野菜等作付けされています。機械等は、トラクターなど所有されて

います。別段問題ないと判断しました。皆様方のご審議よろしくお

願いします。 

稲田議長 次に、整理番号６番の土地を吐師委員に、申請人「受人」の報告を

事務局にお願いします。まずは、吐師委員にお願いします。 

吐師委員 議長。 

稲田議長 吐師委員。 

吐師委員 整理番号６番の農地について報告します。申請農地は○○自治会

内にあります。基盤整備はされておらず、形状はひし形の悪い状態

でした。農地の周辺は畑が隣接しており、作付けもされており良好

でした。日照、接道も良好でした。現在は、作付けがされていません

でした。３分の２は草刈りがされており、残りの３分の１は草が残

っていました。 

稲田議長 次に、事務局にお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 次に受人について、下原委員に代わって報告します。受人は○○

自治会に居住しており、営農状況は、建設業と稲作の兼業農家です。

渡人との関係は、知人です。後継者もいらっしゃいます。農地の取

得後は、露地野菜を栽培する予定です。営農につきましては、一生

懸命に取り組まれ、所有農地の管理も行き届いており適切と判断し

ます。皆様のご審議方よろしくお願いします。 

稲田議長 次に、整理番号７番の土地を新原委員に、申請人「受人」の報告を

事務局にお願いします。まずは、新原委員にお願いします。 

新原委員 議長。 

稲田議長 新原委員。 

新原委員 整理番号７番の農地、６筆について報告します。申請農地は、○
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○自治会内にあります。申請農地及びその周辺の状況については、

畑の５筆と水田の１筆の２か所に分散しています。畑の５筆は○○

入り口から、南東へ３００ｍ位入ったところにあり、畑地かんがい

事業で整備され１枚になっています。形状も良く、日照、接道、用排

水、管理状況も良好でした。水田の１筆は○○川と○○川の合流地

点から○○川上流９００ｍ位の左岸に接続した農地で、４枚に分か

れて管理されています。日照と用排水は良いのですが、接道はせま

く、形状は悪いです。皆様方の審議をよろしくお願いします。 

稲田議長 次に、事務局にお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 譲受人の世帯の営農状況は、現在、○○に在住しており、農作業

経験は５年間です。現在は、耕運機を所有していますが、移住後は

トラクターを購入するとの事です。農地は、空き家バンクに登録さ

れた空き家とセットになった農地でありまして、今回、許可後にえ

びの市に移住される予定であります。さらに、譲受人も子どももえ

びの市に移住する予定で、現在空き家の物件を探しているとのこと

で、将来は後継者になると思われます。農地の取得後は、田は水稲、

畑は露地野菜を栽培し、これまでどおり、耕作、管理し、また地域の

取り組みには、全面的に協力していくとのことでありますので、何

ら問題ないと判断します。皆様のご審議方よろしくお願いします。 

稲田議長 次に、整理番号８番の土地及び、申請人「受人」の報告を森永委員

にお願いします 

森永委員 議長。 

稲田議長 森永委員。 

森永委員 整理番号８番の農地３筆について報告します。３筆のうち２筆は

１枚になっており、ひし形で基盤整備は済んでいません。西側、東

側、北側は水田となっています。日照などはいい状況です。 
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続いて受人の報告をします。受人は、みなさんも良く知っている、

ここにおられますが、竹下会長代理です。営農状況は、専業農家で

す。渡人との関係は知人であります。後継者は、県内在住でありま

す。取得後は水稲の作付けをされます。所有農地の畦畔の管理など

良好でございます。地域との調和や、用排水の管理など良いと判断

いたしました。皆様のご審議よろしくお願いします。 

稲田議長 引き続き、整理番号９番の土地及び、申請人「受人」の報告を森永

委員にお願いします。 

森永委員 議長。 

稲田議長 森永委員。 

森永委員 整理番号９番の農地について報告いたします。場所は○○の交差

点から北に５００ｍ位のところにあります。正方形の形状です。現

在は、梅の苗が植わっていました。日照など良好です。 

受人は、現在、梅を６０ａ位作付けされており、道の駅等の直売

所に出荷されています。後継者は○○におられます。取得後は、引

き続き梅を栽培される予定です。所有農地の畦畔の状況は、良好で

す。地域との調和も○○もされていますので、適切であると思いま

す。以上報告を終わります。ご審議方よろしくお願いします。 

稲田議長 次に、「権利の設定」１番の土地及び、申請人「受人」の報告を山

野委員にお願いします。 

山野委員 議長。 

稲田議長 山野委員。 

山野委員 整理番号１番について報告します。農地は○○自治会内にあり、

基盤整備はされておらず、周辺一帯は水田です。 

受人の営農状況は、稲作主体の農家です。地域との調和について

も問題ないと判断しました。受人と渡人との関係は知人であります。

水稲の作付け後、現在はきれいに耕運され、管理も行き届いており、

適切と判断いたします。皆様のご審議方をお願いいたします。 
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稲田議長 次に、整理番号２番の土地及び、申請人「受人」の報告を事務局に

お願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 整理番号２番につきまして増田委員に代わって報告します。申請

農地は、○○自治会内にあります。基盤整備は済んでいますが、周

辺一帯は山林に隣接して、日照が不良です。農地の形状も悪いです

が、接道、用排水は良好です。申請農地の作付け状況は、飼料稲と飼

料作物でした。 

受人は○○自治会内に居住しており、営農状況は、稲作主体の兼

業農家です。農地の取得後は、水田として利用され、地域との調和

については、所有農地の管理も行き届いていることから適切と判断

します。皆様のご審議方お願いします。 

稲田議長 各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠

の説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から

第５号まで、事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題

ございませんでした。 

農地法第３条第２項第６号につきましては、委員の皆さまから事

前調査の報告がありましたとおり、地域との調和要件など、問題は

ないということでございます。 

従いまして、計１１件につきましては、農地法第３条第２項各号

に該当しないため、許可要件をすべて充たしていると考えます。以

上、ご報告いたします。 

稲田議長  ただいま、各委員及び事務局より説明がありました。 

これより、議案第４０号の審議に入ります。所有権移転整理番号
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８番の譲受人は、竹下会長代理であります。よって農業委員会等に

関する法律第３１条の規定に基づき竹下会長代理の退席を求めて審

議します。竹下会長代理の退席をお願いします。 

 （竹下会長代理退席） 

稲田議長 それでは、所有権移転整理番号８番について各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたし

ます。所有権移転整理番号８番は、原案のとおり承認することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。竹

下会長代理の退席を解きます。 

 （竹下会長代理着席） 

稲田議長 それでは、所有権移転整理番号８番を除く、議案第４０号の審議

に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか 

山下委員 議長。 

稲田議長 山下委員。 

山下委員 所有権移転整理番号１番と７番の譲受人について、１番の譲受人

の経営面積はどれ位あるのでしょうか。また７番の譲受人は 5 年位

前から農業をしているとありましたが、経営農地は、えびの市にあ

るのか、○○にあるのか。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局 

事務局 整理番号１番の方は、経営農地はありません。これから所有して

農業を始められます。整理番号 7 番の方は、空き家バンクを利用し

て空き家を購入する予定とし、えびのに移住される方なので、えび

のに所有農地はありませんので、えびのの経営面積はなしです。○



14 

 

○の農地については、踏査をしていないので把握いたしておりませ

ん。申請書では、農地について貸借なのか、所有していたかわかり

ませんが５年の農業経験があるとあります。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 補足説明をいたします。令和５年４月より下限面積要件が撤廃と

なりました。それまでは、青地では、５０ａ以上経営していないと

農地の所有ができませんでした。農業従事日数１５０日以上あれば、

経営面積が０でも農地の所有ができるようになりました。 

山下委員 議長。 

稲田議長 山下委員。 

山下委員 今の説明は理解しています。私が聞きたいのは、５年前から農業

をしていたという事ですので、その農地はあったのか。ようは、○

○にあったのか。えびのにあるのか。そこを聞いています。 

稲田議長 事務局にもう一度説明をお願いします。 

事務局 ５年間、営農経験があると申請書に書いてございます。農地を所

有していたか貸借していて、５年間営農していたと推測しています

が、本日の農地法３条の許可の要件は、えびの市の農地を取得や貸

借し、適正に管理するのかが許可の要件になりますので、○○での

農地の管理が許可の要件にならないため、調査をいたしておりませ

ん。 

稲田議長 他に質疑はありませんか。 

竹下会長代理 議長。 

稲田議長 竹下会長代理。 

竹下会長代理 整理番号２番と３番の交換ですが、面積が倍くらい違いますが、

問題はないのでしょうか。 

米倉委員 議長。 

稲田議長 米倉委員。 
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米倉委員 整理番号２番の狭い方の農地ですが、何も耕作されていなく国道

沿いの出入り口付近にあります。この奥には２番の譲受人の農地が

４筆、面積で３反の水田が接しているため、以前から 2 番の受人の

方は欲しかったそうです。今回、３番の受人の所有する水田に隣接

する倍くらいある水田との交換との話があって応じたそうです。 

稲田議長 他に質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。所有権移転整理番号８番を除く議案第４０号

は、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

次に議案第４１号「農用地利用集積計画について」を議題といた

します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 それでは議案第４１号「農用地利用集積計画について」説明しま

す。今月の計画件数は、所有権移転６件となっております。 

申出人の住所・氏名、備考欄につきましては、特記事項のみを説

明し、他は省略させていただきます。また、法人の場合は、年齢が空

欄となります。 

整理番号１番、畑５筆、１，１９５㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

整理番号２番、畑１筆、４９１㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

整理番号３番、畑２筆、２，１９１㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

整理番号４番、畑１筆、１，１１２㎡の売買です。価格は総額○○
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円です。 

整理番号５番、田２筆、１，３８８㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

整理番号７番、田６筆、畑１筆、計７筆、１４，５３２㎡の売買で

す。価格は総額○○円です。 

以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり、利用権設

定等を受ける者が農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、

農作業に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法等の一部

を改正する法律による改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項の各要件を満たしていると考えます。ご審議方よろしくお願い

いたします。 

稲田議長 ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第４１号

の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案第４１号は、原案のとおり承認すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議

案第４１号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知しま

す。 

次に議案第４２号「農用地利用集積等促進計画について」を議題

といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 議案第４２号「農用地利用集積等促進計画について」説明します。 

１９ページをご覧ください。今月の計画件数は５１件です。申出

人の住所・氏名・借賃、備考欄につきましては、特記事項のみを説明
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し、他は省略させていただきます。 

それでは２０ページをご覧ください。整理番号１番、田１筆、９

９７㎡の賃貸借です。 

整理番号２番、田５筆、６，６１６㎡の賃貸借です。 

整理番号３番、畑１筆、１，２５４㎡の使用貸借です。 

整理番号４番、畑１筆、４，０９１㎡の使用貸借です。 

整理番号５番、畑１筆、２，３６１㎡の賃貸借です。 

整理番号６番、畑１筆、７，０９６㎡の使用貸借です。 

整理番号７番、畑３筆、４，０９９㎡の使用貸借です。 

整理番号８番、田４筆、２，８７８㎡の賃貸借です。 

２１ページです。整理番号９番、田１筆、５４９㎡の賃貸借です。 

整理番号１０番、田５筆、３，９６２㎡の賃貸借です。 

整理番号１１番、田３筆、２，８７６㎡の賃貸借です。 

整理番号１２番、田１筆、６１８㎡の賃貸借です。 

整理番号１３番、田１筆、４９９㎡の使用貸借です。 

整理番号１４番、田４筆、２，７８０㎡の使用貸借です。 

整理番号１５番、田１筆、５３１㎡の使用貸借です。 

２２ページです。整理番号１６番、田６筆、４，８５０㎡の使用貸

借です。 

整理番号１７番、田１筆、５２３㎡の使用貸借です。 

整理番号１８番、田５筆、２，９５２㎡の使用貸借です。 

整理番号１９番、田２筆、１，９２０㎡の使用貸借です。 

整理番号２０番、田４筆、２，８２５㎡の使用貸借です。 

２２から２３ページです。整理番号２１番、田３筆、２，５３７㎡

の使用貸借です。 

整理番号２２番、田５筆、２，３３４㎡の使用貸借です。 

整理番号２３番、田３筆、２，２１０㎡の使用貸借です。 

整理番号２４番、田２筆、１，０１３㎡の賃貸借です。 
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整理番号２５番、田３筆、２，５８９㎡の賃貸借です。 

２３から２４ページです。整理番号２６番、畑１筆、田１０筆、合

計１１筆、２０，１２１㎡の使用貸借です。 

２４から２５ページです。整理番号２７番、畑１３筆、田１０筆、

合計２３筆、２２，９１２㎡の使用貸借です。 

２５から２８ページです。整理番号２８番、畑５３筆、田１０筆、

合計６３筆、５８，０４９㎡の使用貸借です。 

整理番号２９番、畑２筆、田５筆、合計７筆、９，３５９㎡の使用

貸借です。 

整理番号３０番、畑１筆、１，００７㎡の使用貸借です。 

整理番号３１番、畑１筆、田６筆、合計７筆、１３，９７６㎡の使

用貸借です。 

２８から２９ページです。整理番号３２番、田７筆、５，７７０㎡

の使用貸借です。 

整理番号３３番、田８筆、１１，０５７㎡の使用貸借です。 

整理番号３４番、田２筆、２，８５５㎡の賃貸借です。 

２９から３０ページです。整理番号３５番、田８筆、１９，４８３

㎡の賃貸借です。 

整理番号３６番、田１０筆、５，９２０㎡の賃貸借です。 

整理番号３７番、畑１筆、５２１㎡の賃貸借です。 

整理番号３８番、畑２筆、３６５㎡の賃貸借です。 

整理番号３９番、畑１筆、１６６㎡の賃貸借です。 

整理番号４０番、畑１筆、１９０㎡の賃貸借です。 

３１ページです。整理番号４１番、畑１筆、１５８㎡の賃貸借で

す。 

整理番号４２番、畑３筆、田５筆、合計８筆、２１，２６５㎡の使

用貸借です。 

整理番号４３番、田１筆、１２９㎡の使用貸借です。 
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整理番号４４番、田１筆、１，２４２㎡の賃貸借です。 

整理番号４５番、田６筆、５，５６７㎡の使用貸借です。 

３１から３２ページです。整理番号４６番、田２筆、３，０２１㎡

の賃貸借です。 

整理番号４７番、畑１筆、４，４０９㎡の賃貸借です。 

整理番号４８番、田１筆、５３６㎡の賃貸借です。 

整理番号４９番、畑１筆、６，１２９㎡の賃貸借です。 

整理番号５０番、畑６筆、１１，３５２㎡の賃貸借です。 

整理番号５１番、田７筆、５，４８４㎡の賃貸借です。 

以上、本計画において、賃借権の設定等を受ける者は、賃借権の

設定等を受けた後に、農用地のすべてを効率的に利用して耕作する

こと及び、農作業に常時従事することなど何ら問題ないと考えます。

皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 

稲田議長 ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第４２号

の審議に入ります。 

整理番号１番の受け手は、吉田委員の同居する親族であります。

農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき吉田委員の退席

を求めて審議します。吉田委員の退席をお願いします。 

 （吉田委員退席） 

稲田議長 それでは、整理番号１番について各委員の質疑を求めます。質疑

はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮お諮りいたします。整理番号１番は、原案のとおり承認する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。吉

田委員の退席を解きます。 
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 （吉田委員着席） 

稲田議長 次に、整理番号３６番の受け手は、上村委員の同居する親族であ

ります。農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき上村委

員の退席を求めて審議します。上村委員の退席をお願いします。 

 （上村委員退席） 

稲田議長 それでは、只今から整理番号３６番について各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。整理番号３６番は、原案のとおり承認するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。上

村委員の退席を解きます。 

 （上村委員着席） 

稲田議長 それでは、整理番号１番及び３６番を除く議案第４２号の審議に

入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

吐師委員 議長。 

稲田議長 吐師委員。 

吐師委員 整理番号２８番の使用貸借は、経営移譲関係の使用貸借ですか。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 整理番号２８番につきましては、親子間で、農業者年金の関係で

使用貸借になります。 

稲田議長 他に質疑はありませんか。 

竹下会長代理 議長。 

稲田議長 竹下会長代理。 

竹下会長代理 整理番号２番の賃料が１０ａあたり○○円と高いと思いますがど
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うしてですか。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 整理番号２番について説明いたします。高いので受け手にも確認

をしましたが、経営所得安定交付金が交付されることや、高くても

借りたい農地であるとのことで、お互いに納得され決められた金額

です。 

稲田議長 他に質疑はありませんか。 

米倉委員 議長。 

稲田議長 米倉委員。 

米倉委員 整理番号４５番の字○○、○○番は、先ほどの議案第４０号整理

番号３番で上がった物件ですが、問題ないですか。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 すみません。この件は、把握をしていませんでした。交換農地で

すので、所有者がかわりますので、この１筆は取り下げとなります。 

稲田議長 他に質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。お諮りいたします。整理番号１番及び３６番

を除く議案第４２号は、原案のとおり承認することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議

案第４２号については、原案のとおり宮崎県農業振興公社に農用地

利用促進計画の作成を要請します。 

ここでしばらく休憩します。１０時３０分に再開します。 

 （休憩） 
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稲田議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、議案第４３号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」と議案第４４号「農地法第５条の規定による許可申請について」

と議案第４５号「非農地証明願いについて」を議題とします。事務

局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 議案第４３号「農地法第４条の規定による許可申請について」ご

説明いたします。３３ページをお開きください。今月の許可申請件

数は１件です。申請人等の住所氏名、立地基準については省略させ

ていただきます。 

３４ページをお開きください。整理番号１番、申請地は大字○○、

田１筆、５６０㎡のうち１６０㎡を菓子・パン製造販売店舗として

申請するものです。農地区分は第一種農地ですので原則転用不可で

すが、不許可の例外規定である集落接続要件を満たすため、転用可

能となります。工事期間は令和６年１月５日から令和６年１月末日

までとなっています。事業費につきましては、土地造成費○○円、

建設費○○円、機械設備費○○円を自己資金により対応されるとの

事です。生活排水につきましては、合併浄化槽にて処理後、北側排

水溝にて処理します。 

こちらは、申請前に造成がされていたため、申請人より始末書の

提出がございます。 

次に、議案第４４号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」ご説明いたします。３５ページをお開きください。 

今月の許可申請件数は６件です。申請人等の住所氏名、立地基準

については省略させていただきます。 

３６ページをお開きください。整理番号１番、申請地は大字○○、

田１筆、１，４７１㎡を籾摺り乾燥機用の農業用倉庫として申請す
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るものです。農地区分は第一種農地ですので原則転用不可ですが、

不許可の例外規定である集落接続要件を満たすため、転用可能とな

ります。権利関係は売買です。事業費については土地取得費○○円、

土地造成費○○円、倉庫建設費○○円、コンテナハウス○○円、パ

イプ倉庫○○円、機械設備費○○円、合計○○円。工事期間につき

ましては、令和６年１月１日から令和６年２月末まで。建物の雨水

については側溝に放流し、敷地内の雨水については自然地下浸透に

て処理します。  

整理番号２番、申請地は大字○○、田１筆、５４９㎡を自動車置

場として申請するものです。権利関係は売買で、工事期間は令和６

年２月１日から令和６年５月末日までとなっています。事業費につ

きましては、土地取得費○○円、土地造成費○○円、諸経費○○円、

合計○○円を自己資金により対応されるとの事です。雨水について

は自然地下浸透にて処理予定です。 

整理番号３番から６番については同一事業のため、一括して説明

いたします。整理番号３番、申請地は大字○○、田６筆、３，２４

９．０５㎡。 

整理番号４番、申請地は大字○○、田１筆、１，２４２㎡。 

整理番号５番、申請地は大字○○、田１筆、６７２㎡。 

整理番号６番、申請地は大字○○、田１筆、１７３㎡。 

あわせて、田９筆、５，３３６．０５㎡を中古自動車置場兼駐車場

敷地として申請するものです。権利関係は売買で、工事期間は令和

５年１２月２５日から令和６年１月末日までとなっています。事業

費につきましては、土地取得費○○円、土地造成費○○円、合計○

○円を自己資金により対応されるとの事です。排水につきましては、

自然地下浸透及び市道側溝に排水します。 

議案第４５号「非農地証明願いについて」ご説明いたします。３

９ページをお開きください。今月の証明願い件数は２件でございま
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す。申出人の住所氏名、立地基準については省略させていただきま

す。 

４０ページをお開きください。整理番号１番、場所が、大字○○、

畑１筆、３８２㎡です。申請理由は山林です。 

整理番号２番、場所が、大字○○、畑１筆、１，４１９㎡です。申

請理由は山林です。 

以上、ご審議方よろしくお願い致します。 

稲田議長 事務局の説明が終わりました。議案第４３号から４５号について

は、１１月２９日に、第２小委員会で審議がされておりますので、

ここで第２小委員長から報告をお願いします。 

田中第２小委員長、 議長。 

稲田議長 田中第２小委員長。 

田中第２小委員長 それでは、第２小委員会の報告を行います。会長から招集を受け

まして、１１月２９日に、委員９名、事務局２名の計１１名の出席

のもと、第２小委員会を開催いたしました。今回の議案は、４条申

請１件、５条申請６件、非農地証明願い２件でございます。それで

は、議案ごとに、ご説明いたします。 

議案第４３号、農地法４条申請の整理番号１番について説明しま

す。場所は○○地区です。○○から北東に５００ｍのところに位置

します。申請人は、今回自己所有地に焼き菓子・ケーキなどを製造

販売する店舗を建設したく申請するものです。申請地の状況は、北

側・西側は宅地、東側・南側は水田と接しております。周囲の農地へ

の影響はないと判断し、その他、特に問題は見当たりませんでした。 

次に議案第４４号、農地法５条申請の整理番号１番について説明

します。場所は○○地区です。○○から北に１００ｍのところに位

置します。譲受人は、今回、籾摺り乾燥機用の農業用倉庫を建設し

ようと、土地を探していたところ、譲渡人から同意を得たため、申

請するものです。申請地の状況は、北側は山林、西側・東側は水路、
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西側は水田に接しております。周囲の農地への影響はないと判断し、

その他、特に問題は見当たりませんでした。 

次に、整理番号２番について説明します。場所は○○地区です。

○○から北側に２００ｍに位置します。譲受人は今回の申請地のと

なりでレッカー業を営んでおり、事故や故障で動かなくなった自動

車を置く、自動車置場を探していたところ、隣接農地の所有者から

同意を得たため、申請するものです。申請地の状況は、北側は田、南

側は国道、東側は雑種地、西側は宅地に接しております。周囲の農

地への影響はないと判断し、その他、特に問題は見当たりませんで

した。 

次に整理番号３番から６番は同一事業ですので、一括して説明し

ます。場所は○○地区です。○○から西に８００ｍのところに位置

します。譲受人は申請地付近で、中古自動車販売業を営んでおり今

回、規模拡大のため自動車置場を探していたところ、申請農地の所

有者から同意を得たため、申請するものです。申請地の状況は、北

側・東側・西側は市道、南側は雑種地に接しております。周囲の農地

への影響はないと判断し、その他、特に問題は見当たりませんでし

た。 

続きまして、議案第４５号、非農地証明願いの整理番号１番につ

いてご説明します。申請地区は○○地区でございます。 

現況は、山林となります。その土地の周囲の状況から見て、その

土地を農地として復元しても継続して利用することができないと判

断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

続きまして、非農地証明願いの整理番号２番についてご説明しま

す。整理番号２番については、市の公用車では行くことが出来ませ

んでしたので、事務局が用意した航空写真や現況写真を見て、その

土地を農地として復元しても継続して利用することができないと判

断しました。 
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以上、第２小委員会は、慎重・審議しました結果、４条申請１件、

５条申請６件、非農地証明願い２件について、農地法上許可相当及

び、非農地としてやむを得ないと判断いたしました。 

皆さまのご審議をお願いしまして、第２小委員会の報告を終わり

ます。 

稲田議長 続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局 議長。 

議長 事務局。 

事務局 判断根拠をご説明いたします。農地法第４条及び第５条の規定に

よる転用許可申請において、一般基準につきましては、申請書に基

づき審査した結果問題ございませんでした。立地基準につきまして

も小委員長報告にありましたとおり問題ないとのことでございま

す。また、非農地証明願いについて、県が示す証明書交付手続き要

領及び市農業委員会非農地判定に係る取扱基準に合致していると判

断いたします。よりまして、今月の議案第４３号から第４５号の計

９件につきましては、転用許可基準及び、非農地判断基準を全て満

たしていると判断いたします。以上でございます。 

稲田議長 ただいま、第２小委員長報告及び事務局の説明がありました。 こ

れより審議に入ります。議案第４４号整理番号１番の譲渡人及び議

案第４５号整理番号１番の申請人は、竹下会長代理であります。よ

って農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき竹下会長代

理の退席を求めて審議します。竹下会長代理の退席をお願いします。 

 （竹下会長代理退席） 

稲田議長 それでは、議案第４４号整理番号１番及び議案第４５号整理番号

１番について各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

議案第４４号整理番号１番及び議案第４５号整理番号１番に対す
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る対する第２小委員長の判断は、許可相当であります。また事務局

の判断も許可相当であります。お諮りいたします。議案第４４号整

理番号１番及び議案第４５号整理番号１番は、原案のとおり承認す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。竹

下会長代理の退席を解きます。 

 （竹下会長代理着席） 

稲田議長 それでは、議案第４４号整理番号１番と議案第４５号整理番号１

番を除く議案第４３号から議案第４５号の審議に入ります。各委員

の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。議案

第４４号整理番号１番と議案第４５号整理番号１番を除く議案第４

３号から議案第４５号に対する第２小委員長の判断は、許可相当で

あります。また、事務局の判断も許可相当であります。お諮りいた

します。議案第４４号整理番号１番と議案４５号整理番号１番を除

く議案第４３号から議案第４５号は、原案のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。議案第４３号と議案第４４号は、原案のと

おり、許可相当として知事に意見書を送付いたします。また、議案

第４５号は、お諮りのとおり決定いたします。 

次に議案第４６号「農地利用最適化推進委員の辞任について」を

議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 それでは、議案第４６号「農地利用最適化推進委員の辞任につい
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て」ご説明いたします。 

追加議案の２ページをご覧ください。農地利用最適化推進委員の

福迫委員から、令和５年１１月２７日付で一身上の都合により、委

員を辞任したい旨の申出がありました。このことから、農業委員会

等に関する法律第２３条の規定により、農業委員会の同意を求める

ものであります。  

なお、残りの任期については、令和８年７月２６日まであり、最

適化推進委員が１名の欠員となりますが、現時点では追加募集はし

ないと考えています。しかし、今後状況などをみていき、追加募集

が必要と判断した場合には、委員の皆様と協議をさせていただきま

す。 

また、これまで福迫委員が担当していた地区については、本日の

総会終了後に、飯野の委員の皆様で協議をして頂きます。 

稲田議長 ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第４６号

の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮

りいたします。議案第４６号は、原案のとおり承認することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。議案第４６号はお諮りのとおり決定いたし

ます。 

以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

  

 終了時間 午前１０時５０分 

  

  

 


